
全国都市緑化フェアin京都丹波おもてなし風景交付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、第４３回全国都市緑化フェアin京都丹波（以下「フェア」とい

う。）における良好な景観形成を推進するため、地域団体等が行う花の植栽に要す

る花苗・花種・球根・資材（容器・用土・肥料）の購入経費に対して、予算の範囲

内において、全国都市緑化フェアin京都丹波おもてなし風景交付金（以下「交付金」

という。）を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（事業主体） 

第２条　交付金の交付対象となる事業主体は、亀岡市内、南丹市内、京丹波町内（以

下「京都丹波地域内」という。）を主な活動範囲とする地域団体等で、亀岡市暴力

団排除条例（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条に規定する暴力団員等でな

い者のみで構成されている団体であって、構成員の半数以上が京都丹波地域内に

居住し、通勤し、又は通学する者であるものとする。 

（事業の内容） 

第３条　交付対象事業（以下「事業」という。）の内容は、別表に掲げるとおりとす

る。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の対象としない。 

（１）特定の個人又は団体の利益を目的とするもの 

（２）営利、募金、宗教又は政治を目的とするもの 

（３）調査又は研究のみを目的とするもの 

（４）その他フェア実行委員会の会長（以下「会長」という。）が事業の対象とし

て適当でないと認めるもの 

（事業の公募） 

第４条　会長は、事業を募集するにあたり、審査基準、申込期間その他必要な事項を

記載した募集要項を定めて、公表するものとする。 

（交付申請） 

第５条　事業を実施しようとする者（以下「申請者」という。）は、事業に着手する

前に、全国都市緑化フェアin京都丹波おもてなし風景交付金交付申請書（様式第１

号）に関係書類を添えて会長に提出しなければならない。 

２　同一申請者による申請は、年度あたり１回とする。 

（交付決定） 

第６条　会長は、前条の規定による交付金交付申請書の提出があったときは、その内

容等を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、その結果を全国都市緑化フェアin 



京都丹波おもてなし風景交付金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により申

請者に通知するものとする。 

（変更承認申請等） 

第７条　前条の規定による交付金の交付決定を受けた申請者が、事業の内容を変更し

ようとするとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、全国都市緑

化フェアin京都丹波おもてなし風景交付金変更承認申請書（様式第３号）を会長に

提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付金額の増額がないもので、

かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。 

２　会長は、前項の規定による交付金変更承認申請書の提出があったときは、その内

容等を審査の上、変更の承認の可否を決定し、その結果を全国都市緑化フェアin京

都丹波おもてなし風景交付金変更承認（不承認）決定通知書（様式第４号）により

申請者に通知するものとする。 

（指令前着手届） 

第８条　申請者は、交付金の交付決定がある前に事業に着手するときは、全国都市緑

化フェアin京都丹波おもてなし風景交付金指令前着手届（様式第５号）を会長に提

出しなければならない。 

（実績報告） 

第９条　申請者は、事業完了後、会長が指定する日までに、全国都市緑化フェアin京

都丹波おもてなし風景交付金実績報告書（様式第６号）に関係書類を添えて会長に

提出しなければならない。 

（交付金額の確定） 

第１０条　会長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容等

を審査の上、交付金額を確定し、全国都市緑化フェアin京都丹波おもてなし風景交

付金確定通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。 

（交付金の請求等） 

第１１条　前条の規定による交付金額の確定を受けた申請者は、会長が指定する日ま

でに、全国都市緑化フェアin京都丹波おもてなし風景交付金請求書（様式第８号）

を会長に提出しなければならない。 

２　申請者は、第６条の規定による交付決定を受けた交付金の全部又は一部について、

概算払を請求することができる。 

３　会長は、前２項の規定による交付金請求書の提出があったときは、速やかに交付

金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 



第１２条　会長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）交付金を他の用途に使用したとき。 

（２）この要綱及び関係法令に違反したとき。 

（３）偽りその他不正行為があったとき。 

（４）その他会長が適当でないと認めたとき。 

（交付金の返還） 

第１３条　会長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、

既に交付金を交付しているときは、申請者に交付金の全部又は一部の返還を命じる

ことができる。 

２　前項の規定による返還を命じられた申請者は、その決定に速やかに従わなければ

ならない。 

（その他） 

第１４条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２　この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

附　則 

　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表（第３条関係） 

 

 

 

交付対象 

事業

良好な景観形成と来訪者への訴求を目的とした花の植栽であって、次に

掲げる要件の全てに適合するもの 

１．植栽場所は、京都丹波地域内に所在し、植栽した花が公道から展望

できること 

２．花の植栽や来訪者の増加について、地権者や近隣住民等の合意形成

が図られていること 

３．植栽する花は、９月中旬から１１月上旬に開花する見込みのものと

すること 

４．令和７年度に実施した事業については、令和８年度も継続して実施

すること

 交付対象 

経費

交付対象事業の実施に直接必要となる花苗・花種・球根・資材（容器・

用土・肥料）の購入費（資材の購入費は交付対象経費の２割以内）

 

交付対象 

外経費

次に掲げる経費 

１．他の補助金等の交付を受ける経費 

２．事業主体の経常的な運営経費 

３．販売用物品の購入費・材料費 

４．その他交付対象経費として不適当と認められる経費

 交付金額 １事業主体あたり５万円以内（消費税及び地方消費税を含む）



様式第１号（第５条関係） 

年　　月　　日 

 

全国都市緑化フェア in 京都丹波おもてなし風景交付金交付申請書 

 

第４３回全国都市緑化フェア in京都丹波実行委員会　会長　様　 

 

 

  下記のとおり事業を実施したいので、交付金　　　　　円の交付を申請します。 

 

 申請者【太枠内に記入／関係書類を添付】

 所 在 地 

又は住所

〒　　　－　　　　

 

 団 体 名

 代表者名

 電話番号

 メ ー ル

 書類送付先【代表者と異なる場合のみ記入】

 所 在 地 

又は住所

〒　　　－　　　　

 

 担当者名

 電話番号

 メ ー ル

 植栽場所

 

事業内容

品目 数量 単位 事業費 うち交付対象

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 合計 円 円

 

添付書類

□構成員名簿（構成員の半数以上が京都丹波地域内に居住・通勤・通学

していることがわかるもの／区・自治会等の地縁自治組織は省略可） 

□植栽場所の位置図（植栽範囲と公道が表示されたもの） 

□植栽場所の写真（全景と公道からの展望がわかるもの）



様式第２号（第６条関係） 

　第　　　号 

年　　月　　日 

 

　　　　　　様 

 

第４３回全国都市緑化フェア in 京都丹波実行委員会 

会長　　　　　　　印 

 

全国都市緑化フェア in 京都丹波おもてなし風景交付金交付（不交付）決定通知書 

 

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった事業について、下記のとおり交付金の交

付（不交付）を決定しましたので通知します。 

　なお、事業完了後は速やかに交付金実績報告書を　　市（町）役所（場）　　　課

（　　支所）へ提出してください。 

 

※事業完了前に交付金の支払を希望される場合、交付金請求書（概算払）を提出して

ください。なお、事業完了後、精算していただきます。 

 

決 

定 

内 

容

□交付　交付金交付決定額　　　　　円

 （交付要件） 

１．申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことがあります。 

（１）交付金を他の用途に使用したとき。 

（２）この要綱及び関係法令に違反したとき。 

（３）偽りその他不正行為があったとき。 

（４）その他会長が適当でないと認めたとき。 

２．交付金の交付決定を取り消した場合、既に交付金を交付しているときは、申

請者に交付金の全部又は一部の返還を命じることがあります。 

３．交付金の返還を命じられた申請者は、その決定に速やかに従わなければなり

ません。

 □不交付

 （不交付の理由） 



様式第３号（第７条第１項関係） 

年　　月　　日 

 

全国都市緑化フェアin京都丹波おもてなし風景交付金変更承認申請書 

 

第４３回全国都市緑化フェア in京都丹波実行委員会　会長　様　 

 

 

年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付金交付決定のあった事業の内

容を下記のとおり変更したいので申請します。 

 

※添付書類は、変更があったもののみ添付してください。 

 申請者【太枠内に記入／関係書類を添付】

 所 在 地 

又は住所

〒　　　－　　　　

 

 団 体 名

 代表者名

 電話番号

 メ ー ル

 変更内容 

及び理由

 

 

変 

更 

後

植栽場所

 

事業内容

品目 数量 単位 事業費 うち交付対象

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 合計 円 円

 交付金額 　　　　　円

 
添付書類

□植栽場所の位置図（植栽範囲と公道が表示されたもの） 

□植栽場所の写真（全景と公道からの展望がわかるもの）



様式第４号（第７条第２項関係） 

　第　　　号 

年　　月　　日 

 

　　　　　　様 

 

第４３回全国都市緑化フェア in 京都丹波実行委員会 

会長　桂川　孝裕　印 

 

全国都市緑化フェア in京都丹波おもてなし風景交付金変更承認（不承認）決定通知書 

 

　　　　年　　月　　日付けで変更承認申請のあった事業について、下記のとおり決

定したので通知します。 

　なお、事業完了後は速やかに交付金実績報告書を　　市（町）役所（場）　　　課

（　　支所）へ提出してください。 

 

※事業完了前に交付金の支払を希望される場合、交付金請求書（概算払）を提出して

ください。なお、事業完了後、精算していただきます。 

 

決 

定 

内 

容

□承認　変更後の交付金交付決定額　　　　　円

 （交付要件） 

１．申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことがあります。 

（１）交付金を他の用途に使用したとき。 

（２）この要綱及び関係法令に違反したとき。 

（３）偽りその他不正行為があったとき。 

（４）その他会長が適当でないと認めたとき。 

２．交付金の交付決定を取り消した場合、既に交付金を交付しているときは、申

請者に交付金の全部又は一部の返還を命じることがあります。 

３．交付金の返還を命じられた申請者は、その決定に速やかに従わなければなり

ません。

 □不承認

 （不承認の理由） 



様式第５号（第８条関係） 

年　　月　　日 

 

全国都市緑化フェア in 京都丹波おもてなし風景交付金指令前着手届 

 

第４３回全国都市緑化フェア in京都丹波実行委員会　会長　様　 

 

 

年　　月　　日付けで申請した事業について、交付金交付決定前に着手した

いので、別記条件を了承の上、届け出ます。 

 

（別記条件） 

１．交付決定を受けるまでの間、事業の趣旨に従い、実施すること。 

２．交付決定を受けるまでの間に実施した事業により損失が生じた場合、その損失は申

請者が負担すること。 

３．不交付となった場合又は交付決定額が交付申請額に達しない場合においても、異議

がないこと。 

４．着手から交付決定までの間に事業内容を変更しないこと。 

 

 

 

 

 申請者【太枠内に記入】

 所 在 地 

又は住所

〒　　　－　　　　

 

 団 体 名

 代表者名

 電話番号

 メ ー ル

 指令前着手が 

必要な理由

 

 事業の着手日 　　　　年　　月　　日（予定）　※事前準備を含む事業開始日



様式第６号（第９条関係） 

年　　月　　日 

 

全国都市緑化フェアin京都丹波おもてなし風景交付金実績報告書 

 

第４３回全国都市緑化フェア in京都丹波実行委員会　会長　様　 

 

 

年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付金交付決定のあった事業を完

了したので、下記のとおり報告します。 

 

 

 申請者【太枠内に記入】

 所 在 地 

又は住所

〒　　　－　　　　

 

 団 体 名

 代表者名

 電話番号

 メ ー ル

 植栽場所

 

事業内容

品目 数量 単位 事業費 うち交付対象

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 合計 円 円

 交付決定額 　　　　　円

 

添付書類

□事業費の明細がわかる支出証拠書類（請求内訳書・領収書等）の写

し 

□植栽場所の位置図（植栽範囲と公道が表示されたもの／提出済の位

置図から変更のない場合は省略可） 

□植栽場所の写真（植栽・播種作業の状況がわかる写真、開花時の全

景と公道からの展望がわかる写真）



様式第７号（第１０条関係） 

　第　　　号 

年　　月　　日 

 

　　　　　　様 

 

第４３回全国都市緑化フェア in 京都丹波実行委員会 

会長　桂川　孝裕　印 

 

全国都市緑化フェア in 京都丹波おもてなし風景交付金額確定通知書 

 

　　　　年　　月　　日付けで実績報告のあった事業について、下記のとおり交付金

額を確定したので通知します。 

　なお、　　　年　　月　　日までに交付金請求書を　　市（町）役所（場）　　　課

（　　支所）へ提出してください。 

 

※精算後の差額（③）が「△」の場合は、別紙により差額を返還してください。 

 

 □交付金交付確定額　　　　　円　① 

　支出済の交付金額　　　　　円　② 

　精算後の差額　　　　　　　円　③（①－②）

 （交付要件） 

１．申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことがあります。 

（１）交付金を他の用途に使用したとき。 

（２）この要綱及び関係法令に違反したとき。 

（３）偽りその他不正行為があったとき。 

（４）その他会長が適当でないと認めたとき。 

２．交付金の交付決定を取り消した場合、既に交付金を交付しているときは、申請

者に交付金の全部又は一部の返還を命じることがあります。 

３．交付金の返還を命じられた申請者は、その決定に速やかに従わなければなりま

せん。



別紙 

                                                              年　　月　　日 

 

　　　　　　様 

 

第４３回全国都市緑化フェア in 京都丹波実行委員会 

会長　　　　　　　印 

 

全国都市緑化フェア in 京都丹波おもてなし風景交付金返還請求書 

 

　下記のとおり交付金の返還を請求しますので、　　　年　　月　　日までに指定口

座へ入金してください。 

 

※金融機関への振込手数料については、事業主体が負担してください。 

 

 

 返還金額 　　　　　　　　円

 

指 

定 

口 

座

金融機関名

 支 店 名

 口 座 種 別 □普通　□当座　□貯蓄

 口 座 番 号

 フ リ ガ ナ

 口 座 名 義



様式第８号（第１１条関係） 

　　年　　月　　日 

 

全国都市緑化フェア in京都丹波おもてなし風景交付金請求書 

 

第４３回全国都市緑化フェア in京都丹波実行委員会　会長　様　 

 

 

下記のとおり交付金を請求します。 

 

 
 

委任状【申請団体名と口座名義が異なる場合のみ太枠内に記入】 

 

本交付金の受領に関する権限を下記の者に委任します。 

 

 

 申請者【太枠内に記入／該当する「□」にチェック（☑）】

 所 在 地 

又は住所

〒　　　－　　　　

 

 団 体 名

 代表者名

 電話番号

 メ ー ル

 請求種別 □概算払(事業完了前)　□精算払(事業完了後)

 交付金額 　　　　　　　　円

 

振 

込 

口 

座

金融機関名

 支 店 名

 口 座 種 別 □普通　□当座　□貯蓄

 口 座 番 号

 フ リ ガ ナ

 口 座 名 義

 委任者（申請者）

 団 体 名

 代表者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

 受任者（口座名義人）

 所 在 地 

又は住所

〒　　　－　　　　

 

 口座名義


